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｛議案補充説明］

1 議案第 10 3号 f三重県水源地域の保全に関する条例案j

（三葉県水源地域の保全に関する条例案の概要）

1 図的（第 1条）

水源地域の保全に隠し、 l果、土地所有者等、事業者及び県民の責務を明ら

かにするとともに、県の施策の基本となる事項、水源地域における適正な土

地の利用の確保を図るための措置等を定め、森林の有する水源の髄養機能の

維持増進に寄与することを目的とする。

2 2基本理念（第 3条）

水源地域の保全は、水が県民共有の貴重な財蕊であり、森林の有する水源

の溺事長機能が水の供給に重要な役割を果たしていることに鑑み、県、市町、

土地所有者等、事業者及び県民の相互の逮携協力の下に継続して行われなけ

ればならない。

3 県及び関係者の責務（第 4条～第 7条）

｛県の寮務］

県は、基本理念にのっとり、水源地域の保全に関する施策を総合的に推進

する。

［土地所有者等、事業者、県民の愛務］

県及び市町が実施する水源地域の保全に演する施策に協力するよう努め

る他、

－土地所有者等は、水源地域における適正な土地の利用に配慮する

－事業者は、事業活動を行うに当たって、水源地域の保全に十分配慮する

・県民は、水源地域の｛系金に対する関心と理解を深める

4 基本施策（第 10条）

爆は、水源地域の保全に関し、次に掲げる施策を総合的に縫進する。

( 1 ）適切な造林、保育等の森林繋僚の推進その他の必要な措置を講ずる

( 2 ）特定水源地域において、保安林の指定を推進するとともに、森林の公

約な管理を促進する

( 3 ）水源地域内の土地の所有権等の移転等に関する届出に基づき、効言そ

の他の捻霞を適時に行い、水源地域における適正な土地の利用を図る

( 4）水源地域の保全に関する土地所有者等、事業者及び県民の理解を促進」

するため、普及啓発その他の必要な措置を講ずる

5 水源地域及び特定水源地減の指定（第 11条）

知事は、水源地域及び特定水源地域の指定に関する基本的な指針を定め、

その2基本指針に沿って、水源地域及び特定水源地域を指定する。十
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｛議案補充説明｝

議案第111号 f三重県食の安全・安心の確保に関する条例の一

部を改正する条例案についてj

1 改正環由

食品表示法が平成27年 4~ 1日に筋行され、食品衛生法が一部改正され

たことに伴い、条例の規定を整理することが必要になりました。

2 条例改正案の概要

0 自主回収の報告に関すること

条例第24条で、事業者が表示違反等で食品の自主回収に着手した際に

県へ報告することを定めていますが、食品衛生法の規定を引用しており、

食品表示法の施行及び食品衛生法の一部改正に伴い、引用する法律名等

の義理を行います。

3 施行期日等

公布の臼から施行します。
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｛議案補充説明］

議案第 11 6号 f工事請負契約について（漁業取締船建造工事） J 

漁業取締給建造ヱ事について

契約の詳締については以下のとおりです。

議案番号第 11 6号 工事務負契約について

件 名 漁業取締船建造工事 1式

建設場所 四日市市富双一丁目 1番地の 3

契約金額 543,024,000円

言青負者 コ君主県西沼市市苦言双一丁目 1番地の 3

住所氏名 鈴木造船株式会社

代表取締役鈴木幸志郎

履行期限 平成28年 3月 16日

仕様等

( 1 ）船質 アルミニウム合金

( 2）全長 25.00m 

( 3）長さ（船体） 24.50m 

( 4）嬬（型） 5.lOm 

( 5）深さ（裂） 2.55m 

( 6）計画総トン数 45トン

( 7）計画最大速力 37ノット以上

(8）計画航海速力 35ノット

( 9）搭載人員 乗総員 7名、臨特定員 8名 計 15名

契約方法 一般競争入札

入 年月日 平成 27年 4月 2日 イ街 最低 502,800,000内

状礼 業者数 1宇土 格 最高 内

況 回数 1羽 適用
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［請綴説明1 1 講願第 12号 r県産材の手lj用拡大に向けた支援策lj度の
創設を求めることについてjの処理経過

採択された l受理
定例会の31J I 番号

件 名 処理の経過及び結果

平成 24年 ｜誇 願 il熟産林の利用拡大に向けた文｜ （これまでの取組）
第 l悶定例会 l第 12号｜援制度の創設を求めることに 1 住宅への利用については、平成 17年

ついて ｜度から 20年度まで「三重の木jを使用
した住宅建築に対して補助するととも
に、平成23年度は国の緊急総合経済対
策を活用し「三重宝の木Jや「あかね材j

を使用した住宅に対し補助しました。
平成 21年度からは、 「三震の木J認

証事業者が行う「三議のァドjをPRする
取組に支援するとともに、県内金融機関
の協力により「三重の木jや「あかね材J
を使用した住宅ローンの金利優遇を実
施しています。

また、平成24年度からは、モデルハ
ウス等に fあかね材jを利用してPRす
る民間企業の取組を支援しています。
これらに加えて、平成 25年度からは、

閣で新たに創設された f木材利用ポイン
ト事業jについて、 f三重の木j等の需
要拡大に繋がることから、制度のPRに
努めたところ、平成26年度末までに
2,457件、 735,433千ポイントの利用が
ありました。
一方、公共建築物への利用について

は、平成 25年 10月に「三重県県産材利
用推進本部Jを設潰し、県の喜整備する建
物などへの利用推進体制を強化しまし
た。

さらに、市町に対しでも「木材利用方
針jの策定を働きかけてきたところ、平
成 27年 4月には県内全ての市町で策定
が完了しました。また、平成23年度か
ら毎年 f木材料用事例集Jを作成し、市
町や学校、役会福祉施設等に対して三震
の木等の利用を働きかけています。

これらの取組を行ったものの、平成
26年度の「三重の木」等の利用実績は、
31, 434m 3となり、前年度実績より
19.9%減少しました。重要因としては、消
費税増税の駆け込み需要と反動減の影
響で、新築住宅着工戸数が減少したこと
によるものと考えられます。

（今年度の取組）
住宅への利用については、消費喚起を

呂的とした留の地域活性化・地域住民生
活等緊急支援交付金を活用して、県産材
を使用した住宅建築やリブオ｝ムに最
大 20万円を助成する取組を実施しま

7 



す。特に f横架材タイプJ、 「内装材等
タイプ」を設け、これを契機にこれまで
県選材があまり使われてこなかった伎
宅の梁や桁、内装材、外燈などに県藤本t
を利用する流れをつくり、県産材の新た
な利用拡大に繋げていきます。
また、引き続き「三君主の:tJのPRを

行う認言正事業者や、商業施設等に「あか
ね材Jを利用してPRする民間企業の取
組を支援するとともに、金融機関の協力
を得て住宅ローンの金利優遇を実施し
ていきます。
公共建築物への利用については、引き

続き県自らが整備する建物への積極的
な利用を図ります。また、市町や民間事
業者が整備する公共建築物等の木造・木
質化iこ向けた働きかけを行うとともに、
森林整備加速化・林業再生基金事業など
により学校、社会福祉施設等への県笈材
の利用を支援します。
さらに、公共建築物等の木造・木質化

に対する支援が継続的に実施されるよ
う、閣への提言等を行ってまいります。

8 



( 2）みえ食の産業振興ピジョン（最終案）について

1 現状

木県の地域再生計麗「『食』で拓く三重の地域活性化」の取組などを、今後、オーノレ

三重で展開していくため、これまで、雇用経済部と連携し、食の産業振興の取組方向な

どをまとめた「みえ食の産業振興ピジョンj の策定に取り組んできました。

2 ビジョン最終案の概要

( 1 ）策定趣旨

食器喜遠藤業は、農林水産業・製造業・サービス業が関わる裾野の広い産業であり、

多くの県民に f働く場jを提供しています。また、本県の食関連滋業は、重量かな食材

や多様な食文化、特徴ある企業の立地や特色ある人材の輩出など、高いポテンシヤノレ

を有しており、今後の成長が期待できる産業分野となっています。

今後、食関連産業の付加価値を高めるとともに、三重の「食j を積極的に閣内外に

発信し観光誘客や海外市場の獲得につなげていくためには、食関連産業における将来

iこ向けた取組の方向性を関係者が共通認識として、連携を拡大・強化していく必要が

あります。

こうしたことから、本県の食の産業振興の方向性安定めた fみえ食の産業振興ビジ

ョンj を策定し、ビジョンに基づき施策を集中的に展開していきます。

( 2）ビジョンの構成

第1君主 三重の食が持つポテンシヤル
1 三重量の食のパックグランド～歴史、風土、文化など～ l

2 食lこ関連する藤業の裾里子の広さ（ 1次産業、 2次産業、 3次産業）
3 教育・研究機関

第2章食の産業を取り巻く環境の変化
1 伸びない国内市場・生産年齢人口の減少
2 拡大する世界の食の市場
3 情報通信技術の進展

第 3章食の産業振興の目指すべき姿
第4章今後の取組の方向性

1 第1次産業から第2次産業、第3次産業までが一体となった食の産業綴輿
( 1 ）素材（農林水産物）の磨き上げ・試験研究
(2）商品開発支援
( 3 ）販路開拓支援
(4）三重の食の情報発信
( 5 ）新たな価値を創造する基爆の構築
2 食の産業振興を支える土台づくり
( 1)食の安全・安心に向けた取組
( 2）多様な連携（つながり）を生み出す仕組みづくり
( 3 ）食関速度業の人材の育成

3 今後の方針

濠用経済部と連携して、ビジョンを確定し、農林水産事業者や関係、団体等に周知しま

す。また、ピジョンの実現に向け、関係する施策を推進するとともに、その進捗状況に

ついて、点検、評価を行い、より効果的に施策を進めていきます。
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( 3) 県産農林水産物の輸出の取組について

1 現状

f和食jのユネスコ世界無形文化遺産への登録なども追い嵐に、世界的にR本産食品

に対する需要の拡大が見込まれています。また、中関等では、経済成長や国民所得の向

上を背景に住宅建設が堅調であり、木材の需給ギャップが拡大傾向にあります。

県では、こうした海外での需要が拡大する機会を捉え、三重県遂農林水藤物等の輸出

を拡大するため、平成 26年 3月に生産者や事業者、団体等で組織する三重県農林水滋

物・食品輸出促進協議会及び品目別部会を設霞し、活動を進めています。

2 取絡の概婆

( 1 ）ブランド和牛

＜平成 26年度＞

伊賀牛については、平成26年8月に米国ワシントン州シアトノレで、松阪牛については、

平成 27年 1月にフロリダ州オーランドで、現地の食肉バイヤーやメディア関係者等を対

象に、 PRや試食、知事または都知事によるトップセールスを行うとともに、現地バイ

ヤーと個別に商談などを実施しました。

また、 3Jlには、シアトル、オーランドそれぞれから 2社の現地バイヤーを県内産地

に招へいし、産地見学や食肉流通関係者などとの交流を行いました。

伊賀牛、松阪牛とも食味について高い評価が得られ、現在、複数の商談が継続してい

ます。なお、 1月には伊賀牛の米関向け商業出荷が始まりました。

＜平成 27年度＞

米国への本格輪出に向けたフォローアップとして、現地料理人を対象とした調理メニ

ュー研修会やホテノレレストランにおけるフェアの開催、米限発航~便ファーストグラス
の機内食への活用に向けた売り込みなどに取り組みます。

また、 7月のミラノ国際博覧会の燥の出展において、松阪牛を使った料理を試食提供

するほか、新興国市場の開拓に向けた生E筆者匝体等の敢総に対し支援を進めます。

(2）閤芸特産物

＜平成 26年度＞

みかんについては、 JA三重量南紀が中心となって、平成 22年からタイへの輸出に取り

組んでおり、平成26年度には「混州みかんjや「せとかJなど合わせて約 22トンが輸

出されました。特に、温州みかんは他関産のみかんと比べて品質のバラツキがなく、皮

も剥きやすくて美味しいと好評です。

柿「前川次郎」については、約 1トンをタイに試験輸出し高い評舗を受けましたが、

船便で輸送した一部に果実の軟化による品質低下が見られました。 11月に県内産地に招

騰したタイの高級スーパ｝のバイヤーからも、品質について高い評価が得られています。

茶については、販売事業者から求められている米関向けの輸出に対応できるよう、米

国の残留農薬基準に適合した年間の病害虫紡除体系の案を作成しました。

＜平成 27年度＞

みかんについては、タイの植物防疫に対応した輸出園地の拡大に取り組むとともに、

愛媛など他県産地と連携した輸出の取組を進めます。また、マ｝ケットの評価が高い「せ
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とかJの販売告と拡大するため、輪出商社と連携して販売戦絡を検討します。

椅については、引き続き、タイへの輸出を促進するため、みえフードイノベーション

ネットワークなどを活用し、新たな船便による輸送技術の情報収集及び検討を進めると

ともに、輸出高校と連携して、空輸による輸出に対応した販売価格の設定やプランディ

ングなどに取り組みます。

茶については、米菌向けの輸出促進に向け、作成した年間の病害事虫紡除体系案の現地

実註に取り組み、的確な防除指針と紡除暦の作成につなげます。また、研修会などの関

催を通じて、農家のJGA  Pの認証取得を促進します。

(3）水産物

＜平成26年度＞

シンガポールと上海において、消費者ニーズや水産物の販売状況など市場調査を行う

ともに、マタ守イ、ブリなど県産水産物を現地飲食店に提供し料理への活用をi鎮めました。

また、 EUや米国への輸出に対応、できるよう、平成 26 年 8~ には、漁速や7)\g草加工事
業者等で構成する三重県i仏CCP普及推進連絡協議会を設置し、研修会などを通じて、衛

生管理知識の習得・普及を行いました。

さらに、ジェトロ三重との連携により、香港と台湾のオーナーシェフを県内に招璃し、

牡摘、貝類、干物などの商談会や現地視察を実施しました。

＜平成 27年度＞

平成26年度の市場務査の結果などを踏まえ、シンガポー／レやタイなどで開催される食

品見本市毒事に合わせて、マダイやブリなどの販売に向けた営業活動を展開するとともに、

現地のバイヤー等を県内に招聴＼；，，商談会を行うとともに、養殖場や水産加ヱ場などの

視察を実筋します。

また引き続き、三重県民ACCP普及促進連絡協議会が、研修会などを通じて水産加工施

設への HACCP導入を推進します。

さらに、香港と台湾のオーナーシェフに対し、積極的な売り込みを継続していきます。

( 4）木材

＜平成26年度＞

県産材の輸出に向け、森林組合や林業事業体等を対象とした研修会、木材輸出事業者

や港湾運送事業者との意見交換会を実施したほか、木材輸出事業者と輸出に挑戦する森

林組合とのマッチングなどをサポートしました。こうした取組の結果、平成27年2月に

県産ヒノキの原木 45niが韓国に輸出されました。

く平成 27年度＞

木材輸出に関する新たな情報や中国の木構造設計規範の改正状況等に関する研修会を

開催するほか、輸出用原木の仕分け・採材等に関する現地検討会を開催します。

また、海外で求められている木材の規格や品質、価格について調査を行い、県内の森

林組合や林業事業体等に情報提供します。

3 今後の方針

今後も、県産農林7}(g薬物の輪出促進に向け、それぞれの品自に応じて、輪出環境の整

備や輸出をリードできる人材の育成、輸出相手国の消費者ニーズに対応した商品開発や

販路開拓への支援、海外における県産農林水産物の魅力発信に取り組んでいきます。
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(4）三重集金を担う農薬及び農村の活性化に関する基本計画

の見麗しについて

f三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例（平成22年 12月制定・施行）J 

に基づく基本計画について、本年度中の見直しに向けた作業を進めています。

今問、社会情勢の変化や国の政策動向、現行の基本計軍司に基づく施策等の実施状況を

踏まえ、新たな基本計箇の骨子案（別添2-1）をとりまとめました。

1 新たな基本計画の骨子案につい七

携成の寧立てについては、第1重量 f策定の考え方j、第2章 f農業・農村をめぐる情

勢j、第3索「慕木方針J、第4意「推進体制の整備Jとしており、現行の基本計画と同

様としています。

第3章の基本施策の項目についても、下記のとおり、条例に規定された基本的施策の

4本柱としており、現行の基本計衝と同様としています。

基本施策 1 安全・安心な農産物の安定的な供給

基本筋策立 農業の持続的な発展を支える農業構造の確立

基本施策国 地域の特性を主主かした農村の振興と多面的機能の維持増進

基本施策IV 農業・農村を起点とした新たな価値の創出

基本施策の施策展開の内容については、人口減少やグローパル化の進展、国における

農政改革等、食と農業及び農村を取り巻く環境が変化していることをふまえ見直す必要

があることから、次の3つの視点を f計画の見渡しにあたっての基本視点J（別添2-

2）として設定し、具体的な施策の免疫しを検討していきます。

基本視点、1 食産業の核となる fもうかる農業j の展務

基本視点2 農業の未来を切り拓く創造的農業経営への革新

基本視点3 「協倉lj」による持続的な地域活動の展開

2 今後の対応

今後、本委員会における議論や、基本音十画懇話会（農業者6名、食品関連事業者2名、

有識者等5名で構成）においていただいた意見を踏まえ、施策の具体的な内容を検討し

ていきます。

3 基本計麗の見直しスケジュール

「みえ県民力ビジョン・次期行動計図Jの策定作業ともま整合を図りつつ、本年度中に

基本計画を見直したいと考えています。

－平成 27年 9月 中間案

・平成 27年 11月最終案

・平成 28年 2月 議案提出

・平成28年 3月 策定
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(5）三重県農業農村整構計画（仮称）について

1 現状

農村地主義の人口減少や高齢化の進行、農業水未iJ施設の老朽化や大規模地震へ

の備えなど、農業及び農村の様々な課題に的確に対応し、農業の持続的な発展

や農村の振興を支える生産量基盤を次没代に良好な形で継承するとともに、地域

の特性にあった農業農村整備を計画的に推進するために、三重県農業農村整備

計画（仮称）の策定に向けた作業を進めています。

整備計画は「みえ県民カビジョン・次期行動計箆j及びf三重県食を担う農業及

び農村の活性化に関する基本音十酒jの目標を遼成するための基本的な農業農村

の計障と位種差付けており、計画の策定にあたっては有識者懇話会や市町・土地

改良区との意見交換会を実絡し、 j:Jlj添のとおり中間案を取りまとめました。

2 三重県農業農村整備計画（仮称）中間案の構成

整備計画は、農業及び農村を取り巻く情勢の変化に対応するための取り組み

に際して、 3つの基本的な考え方を整理して、基本視点や農業農村整備によっ

てめざすべき農業及び農村の姿を明確にしたうえで、 4つの整備方針と基本自

擦を定めるとともに、その目標達成に向けた基本事業を記述しています。

第1主主 計画策定の考え方

1 計画策定の目的

・2 計画の位霞づけ

3 計画期間

第2章三重県の農業及び農村を取り巻く情勢

1 人口減少、高齢化社会の到来

2 食料自給率の低下

3 グローパノレ化の進展

4 防災意識の高まり

5 環境問題への対応

6 人びとの価値観やライフスタイノレの変化

第3宝奪 三重県の農業農村整備の現状と課題

1 農業の生渓性

2 農村の防災減災

3 農村の活力

4 農業及び農村の多面的機能

第4芸者 基本的な考え方

1 農業農村繋備の果たす役害lj

2 取組展開に向けた基本視点

3 農業農村整備によってめざすべき農業及び農村の姿
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第5牽整備方針と主要取組

1 農業主色濃性の向上

2 安全・安心な農村づくり

3 農村の総合的な振興と活性化

4 多面的機能の維持・発揮

第6主主 計画の推進体制

1 推進体制

3 今後の方針

農業農村整備計画の策定にあたっては、県議会や市町、土地改良阪をはじめ、

有識者懇話会を通じた意見を聴取するとともに、 7月嘆には広く県民からパブ、

リックコメントを募集するなど、意見集約しながら検討を進め、霞の施策の動

向や「みえ県民カピジョン・次期行動計爾」、「三重県食を担う農業及び農村の

活性化に関する主主本言十麗Jとの繋合を関りつつ、平成27年度末に農業農村整備

計磁を策定します。

スケジューノレ

・平成27年7月 パブリックコメント

・平成27年 11月最終案

－平成 28年 3月策定
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( 6）みえ森と糠の県民税の取組について

1 .方針

平成何年4月l白から導入しました「みえ森と緑の県民税Jでは、「災害に強い森林づ

くり」と「県民全体で森林を支える社会づくりJの2つの基本方針に沿って進めていくこ

ととしています。

基本方針「災害に強い森林づくりjのもとで「土砂やi荒木を出さない森林づくり」と「暮

らしに身近な森林づくり」の2つの対策を、また、基本方針「県民全体で森林を支える社

会づくりjのもとでは「森を育む人づくりj、「木の蒸る空間づくりj、「地域の身近な水や

緑の環境づくりjの3つの対策に取り組んでいます。

2. ＊成26年度の実績と平成27年度の取組

( 1 ）みえ森と緑の県民税の税収規模と税事業

平成 26年度の税収 7億 9.715万円を財源に県営事業と市町交付金事業を実施しまし

た。平成27年度については、税収見込み 10億 5.400万阿を財源に実施します。

なお、平成26年度分の個人住民税が26年 6月からの納税となることや、法人の県民

税において、決算後に申告納付する関係上、初年度の税収が約2億 5.000万円少なくな

るものです。

(2）燥で取り組む事業

①災害に強い森林づくり

ア 災害緩衝林整備事業

流木や土砂の流出による災答発生のおそれのある「崩壊土砂流出危険地区Jの渓流

沿いの森林を対象に、流木災害等を抑制するため、渓流内の危険木の除去、流木や土

砂の流下を緩衝する渓流沿いの森林整備、倒木や土砂の渓流への流入を抑制する山腹

斜面での森林整備など、災害緩衝林機能を発揮する森林づくりを進めています。

［平成26年度］亀山市ほか 10市町、 25箇再！？、事業費3億 33万3千円で実施

｛平成27年度｝いなべ市ほか 14市町、 41筒所、事業費5億 2.115万 i千円で実施

予定

イ 土砂・流木緊急徐去事業

「崩壊土砂流出危険地区J内の治山施設等に異常堆積した土砂や流木が下流に被害

を与える恐れのある箆所において、土砂や流木を現場外へ搬出するなど、の対策を進め

ています。

［平成26年度］いなべ市ほか3市町、 6筒所、事業費 7.705万6千円で実施

｛平成 27年度］大台町ほかl市町、 3箇所、事業費 1億 I.609万2千円で実施予定

②森を育む人づくりサポート体制の整備

地域で実施される森林環境教育や森づくり活動を促進するため、森林環境教育の指導

者や森づくり技術者の育成を行うほか森づくり推進員を自己還し、市町や学校、森林ボラ

ンティア団体等の活動支援等を行っています。

｛平成26年度］人材育成等に係る経費： I.024万4千円

・森林環境教育指導者のレベルに応じた段階的な研修

．森づくり活動に必要なチェーン、ノ一等の安全研修
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・小学校5年生社会科教科書に対応した副読本や、県内で実施された森林環境教

育の活動事例集の小中学校等への配布

・森づくり推進員による相談対応や森林環境教育の出前授業

［平成 27年度〕人材育成等に係る経費： I,650万円

・森林環境教育指導者や森づくり技術者育成のためのレベルに応じた研修

－学校等の森林環境教育に係る相談対応やコーディネートなど、多様なニーズに

応えるため、森づくり推進員を2名に増員

・1活動支援の総合窓口となる「みえ森づくりサポートセンターJの平成 28年4
月からの開設に向けた設霞準備

(3）市町交付金事業

市町が、地域の実情に応じた森林づくりの施策を実施しています。

｛平成26年度］

29市町、 80事業、総交付金額2億 6,380万4千円で実施しました。

《対策別の使途》

対策1・土砂や流木を出さない森林づくり（2市町、 2事業、交付金 5,844千円）

対策2：；暮らしに身近な森林づくり (15市町、 25事業、交付金 112, 863千円）

対策3：森を育む人づくり (15市町、 24事業、 38,409千円）

対策4：＊の蒸る空間づくり (15市町、 22事業、 93,383千円）

対策5：地域の身近な水や緑の環境づくり（5市町、 7事業、 13,305千円）

［平成27年度｝

29市町、 105事業、総交付金額3億 9,525万円で実施を予定しています。なお、実施

する事業については昨年度に市町と県との事前協議を終えており、交付申請がなされた

市町から瀬次交付決定し、事業を進めます。

( 4）みえ森と緑の県民税評価委員会について

「みえ森と緑の県民税評価委員会j を昨年7月 17日に設置しました。

平成27年度は、これまでの実績についての評価等を8月までにいただき、 10月の常任

委員会でその結果を報告するとともに、県民のみなさんに公表いたします。なお、実績に

ついての評価結果については、実施中の事業や今後の事業に反映したいと考えています。

( 5）県民への税の周知活動

税の周知については、映爾館でのCMなど、さまざまな媒体を活用した広報活動を実施

してきましたが、今後は、事業成果を県民の皆さんに周知することが重要なことから、事

業成条発表会を開催するほか、ホームページや県政だよりみえなど、市町と連携して様々

な媒体を活用して事業成果の情報発信に努めます。
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（ア） 「地域水産業・議村握興計闇J等の取組について

1 現状（背景・課題）

木県では、平成 24年3月に、希黛ある三重県水産業・漁村を実現していくためのガ

イドラインとして f三重県水産業・漁村振興指針j を策定し、漁業者や水産関係団体、

市町、県など関係者が連携して取組を展開しています。

その取組のーっとして、県は平成 23年度から、地域における水産業のあり方、漁村

の活性化などについて、地域が自らその方針を定める「地域水滋業・漁村振興計磁」

（以下「地域言十爾Jという）の策定・実践を支援しています。

また、平成 26年度からは、類似の国事業が開始され、水産業の持続的な発展と活力

ある漁村の実現に向け、地域がその実態に応じて「浜の活力再生プランJ （以下「浜

プラン」という）を策定し、実践に取り組んでいます。なお、浜プランの策定は

水産庁のもうかる漁業創設支援事業（沿岸漁業版）の採択要件となっているほか、

産地水産業強化支援事業等 13の事業で優先採択の条件になっています。

2 推進経過

( 1 ）計衛策定実緩

平成 23年度から平成 25年度にかけて、言十 23±也E互において地域計画が策定されま

した。また、平成 26年度には、菅島地区（サメ、アカモク等未利用資源の商品化）

など新たに8地区で地域計画が策定されるとともに、鳥羽地域（海女漁業における

資源管理や漁獲物のブランドイりなど9地域の浜プランが国の承認を受けました。

浜プランl士、漁家所得の向上を必須とするなど、地域計阪との相違点もありますが、

浜プランの目的、地域の漁業者自らが計画策定する手法及びその内容は地域言十簡と

共通で、あることから、浜プランを新たに策定した地域については、地域計画を策定

したものとみなして取り扱うこととし、主主複を除くと地域計画の策定地区数は合計

33地区となりました。

( 2）計画実践の経過等

；奈は、地域水産業・漁村振興計画スタートアップ促進事業により、平成 25、26年

i 度に、言十 11地区に対して計画実践のための支援を行い、；荷村地区のアサリ養殖、尾

鷲地区の地元におけるマグロの消費促進の取総などが注目を集めています。

また、ヒロメ養殖に取り組む大穏根地区、三野瀬（紀北町）地区は、演係市町や

民潤企業も交えて f東紀州、｜ヒロメ養殖協議会j さと組織し、販売促進や養殖技術向上

等で連携しています。

さらに、平成 27年3月に全国漁業協同組合連合会が開催したシンポジウム f浜の

活力再生による地域創生に向けてJにおいて、錦地区の浜プランに記載のある伊勢

マダイ販売促進等の取総が金調の優良事例3例のーっとして紹介されました。
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県は、平成 26年度に全ての計爾策定地区に対して実践状況のセルフチェックを促

すとともに、計画策定地区が参加する交流会を開催して、地域関連携や漁業者等の

意欲向上を殴りました。

3 今後の方針

引き続き、関係市町と連携しながら、地域計画や浜プランの策定やブラッシュアッ

プを支援するとともに、地域水産業・漁村振興計画スタートアップ促進事業等により、

計画等の実行を促していきます。また、計画実践の中で商品化された水産物について、

魅力ある三議泉水産物の消費拡大事業等を活用して情報発信に取り組み、販売拡大を

図ることで地域の特性に応じた水産業・漁村の活性化を促進していきます。
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1審議会等の名称

2関催年月日

3委員

4諮問事項

5調査審議結果

6備考

1審議会等の名称

2開催年月日

3委員

4諮問事頁

5調査審議結果

6備考

1審議会等の名称

2開催年月間

3委員

4諮問事項

S調査審議結果

6備 考

(8）各韓審議金等の審議状誕の報告について

（平成27年2月1613～平成27年6月2日）

犠林水産部）

三重県水源地域の森林問呆全に関する検討委員会

平成27年2月17日ωく）
｛委員長l：：三宮て学教授石川知明他7名

水源土出或の森林の保全の夜り方に関する事項について

( 1）検討委員会の最終とりまとめ（答申案）について

( 1）水源地域の森林の保全に関する検討委員会の最終とりまとめについ

てご審議し、ただき、 f水糊搬r:r;保全に関する条例（慨年）の制定が適当

と認められる。j とする答申案がとりまとめられました。

三重県自然潔境保全審議会 自然公i務部会

平成27年2月19日（木）

［部会長］三重大学大学院教授水位貫博光他4名

鈴鹿国定公閣内における鈴鹿生態系維持凶復事業計画の決定について

鈴鹿隠JE・公鹿内における鈴鹿生態系維持回復事業言十濁の決定について適当

と認められました。

三震ブランド認定委員会

平成27年2月27日（金）

［委員長］三重大学教授磯部由香他8名

平成26年度三重量ブランド認、定について

「三重ブランド認定基準及び審査を取扱方童十Jに基づき、申請のあった3件

（青果耕1件、農翻日工品2件）についての書類審査に次審査を行つ

たとニろ、伊勢茶1件lこついて認定が妥当であると判断されました。
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1審議会等の名称 三重県森材議議会

2関俊年月日 平成27年3月3日（火）

3委員 ｛会長］三彰て学教授石）If知明他9名

4諮問事項
1 会長の選出

2 森林保全部会の設霞

1 森桝去第71条第1項により、初｜｜委員が会長に選出されました。

5調査察議結果 2 森林法施行令第7条により、部会長として石川委員、部会員として上

尾委員、他5名が指名されました。

6備 考

1審議会等の名称 三重県森林審議会森林保全部会

2繍時雀年月間 平成27年3月10臼ωく）
3委員 ｛部会長｝三監て学教授石川知明他4名

4害容問事項 志摩市地内における林地開発許可申誇について

S審議結果
株式会社IR Cによる志摩市における林地開発許可申請について審議して

いただき、適当と認められました。

6備考

1審議会等の名称 三態系自然環境保全審議会鳥獣部会

2繍催年月臼 平成27年3月12日（木）

3委員 ｛部会長］三重ま県農業会言動冨営委員.Ji!主事野日敦夫他4名

4諮問事項 第11次鳥獣保護管理事業計閣の変更等について

第11氏鳥獣保護管理事業計画U変更及ひ努二種特定鳥獣管理計箇（ニホン

5 司書室主完審議結果 ジカ、イノシシ、ニホンザノレ）の策定について、審議していただき、適当

と認、められました。

6 備考
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1審議会等の名称 三車果耕地域資源保全向上委員会

2開催年月日 平成2711三3'A19 13 （木）

3委員 ［委員長］三重大学教授大野研他4名

4諮問事項
中山間ふるさと水と土保全調策事業について

農地・水・環境保全向上対策事業について

中山間ふるさと水と土保全対策事業及び農地・水・環境保全向上対策事業

5調査審議結果 の平成26年度事業実績について、審議していただき、適当と認められまし

た。

6 備考

1審議会等の名称 三重県自然環境保全審議会 自然環境部会

2開催年沼田 平成27年3月2413 （：｝く）

3委員
［部会長｝中部環境パートナ｝シップオフィス チーフブ。ロデューサー

新海洋子他6'1否

4諮問事項 みえ生物多樹：生推進プランの改訂について

5調査審議結果
みえ生物多様性推進フYンの鞘数と改訂理由を説明し、ご意見等をいただ

きまL,tと。

6備考

l審議会等の名称 三重県森材議議会森林保全部会

2開催年月日 平成2711三4月21日ωく）

3委員 ［部会長l~三蚤大学教授石川知明他5名

4諮問事頁 松阪市地内における林地開発許可申請について

5審議結果
松阪興産株式会社による松阪市における林地頻発許可申誇について審議し

ていただき、適当と認められました。

6備 考
'd  
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(9）報告事項

①三重県が滋賀県内に放獣したクマに関する対応について

1 .経過

5月17日（日）に、いなべ市でイノシシ捕獲照おりに、ツキノワグ、マが誤捕獲され、

三重県自然環境保全条例に基づく希少里子生動物であったことから、三重県の野生動物保護

等緊急対応マニュアルに従い、発信器を装着し、同日、滋賀県との県境付近に放獣しまし

た。
ひだ

5月 27日（水）の午前ga寺頃、滋賀県庁から、多賀町樋阪地内において、女性がクマ

に襲われ、主重傷を負った皆の情報提供があったことから、再度、放獣地点の確認を行った

ところ、滋賀県多賀町地内であったことが判明しました。また、この放獣に関して、三重

県は滋賀県に情報提供を行なっていませんでした。

2. これまでの対応

( 1 ）放獣したクマの探索

5Jl 2 8日（木）、三重県は、放獣したクマの探索を行い、岐阜県海津市内の山中で、

クマに装着した発信機の電波を確認し、それ以降、関係する市町・県に位置情報の提供

を行っています。

(2）住民の安全確保のための取総

住民の不安さと解消するため、クマの移動が予想される、いなベ市、海津市、養老町、

大壌市、岐阜県、三三重県の関係自治体により、対応について、協議を実施してきました。

協議の結果、これまで5月30日（土）と 6月7日（日）に、関係市町の猟友会の協

力を得て捕獲に取り組みましたが、現地が念、峻であり、また、広葉樹林が多く見通しが

惑いため、捕獲には玉三りませんでした。

(3) DN A検査

多賀町が事故後に収集した毛のDNA検査念行うため、三重県に協力要請があり、県

では誤捕獲の際に採取した血液を提供し、検至王を行っています。検査結果の判明には2

～3週間は必要と開いています。

なお、今回実施するDNA検査は、多賀町で採取された三ちが、危害を加えたクマのも

のか不明なこと、採取された毛が少なく、 DN A分析が可能かどうか不明なことなどか

ら、同一の倒体かどうかの特定は不透明な状況です。
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(4）野生動物保護等緊急マニュアルの見直し

クマの放獣について定めた「野生動物保護等緊急マニzアノレj に、放獣に関する規定

が十分ではなかったため、担当者会議を開催し見夜しに着手しました。

会議では、再発防止に向け、「放獣場所の選定j、f放獣時の関係、自治体への連絡J、「地

域への注意喚起j等について、マニュアノレの見直しを検討することとしました。

3.今後の対応

( 1 ）住民の安全確保のための取組

できる限り卒く、地元住民の方の不安を取り除くことが重要と考えており、合わせて

捕獲にあたる猟友会の皆さんの安全確保も十分に寝意し、関係自治体と協議しながら捕

獲等の対応を検討していきます。

(2）野生動物保護等緊急マニュアルの見穫し

今後、専門家や関係、市町のご意見を伺いながら、 6月末をめどに改訂を行います。

(3) 3県（岐阜県、滋賀県、三重県）による協議

県境を接する、岐阜県、滋賀県、三重県の3燥で、今後の情報共有のあり方等につい

て、担当者間で検討することとしています。

（平成27年6汚 12日現在）
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